
官報原稿の送付等に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 官報原稿の送付等は、この要綱の定めるところにより行うものとする。 

  （官報報告主任） 

第２条 官報原稿の送付等に関する事務を行う官報報告主任には、総務部文書課長を 

 もって充てる。 

 （官報原稿の官報報告主任への送付） 

第３条 主務課長は、次の表の左欄に掲げる掲載事項について官報掲載を希望するとき

は、同欄に掲げる掲載事項の区分に応じ、同表の右欄に掲げる様式により作成した原

稿を決裁文書とともに官報報告主任に送付しなければならない。ただし、やむを得ず

紙の原稿を送付するときは、原稿４部を決裁文書とともに官報報告主任に送付するも

のとする。 

掲 載 事 項 官報原稿の様式 

１ 地方自治法第１４条第２項に規定す 

 る条例 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７ 

 号）第１４条第２項に規定する条例の

 制定又は改廃（条例の制定又は改廃が 

 全国的にも影響するところが大きく、 

 特に掲載の必要があるものに限る。） 

 

 

 様式第１号 

 

 

 

 

２ 地方税 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６ 

 号）第１９条第３号から第８号までに 

 掲げる処分についての審査請求があっ 

 た場合又はその審査請求に対する裁決 

 をした場合におけるその要旨 

 

 様式第２号又は様式第３号 

 

 

 

 

３ 選挙 

  知事の選挙の結果 

 

 様式第４号 

４ 住民投票 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７ 

 号）第２６１条の規定による住民投票 

 の経過及び結果 

 

  様式第５号 

 

 

５ 人事異動 

（１）副知事、会計管理者及び部長 

（２）議会の議長及び副議長並びに事務 

  局長 

（３）教育委員会の教育長及び委員 

（４）選挙管理委員 

 

 様式第６号 

 様式第７号又は様式第６号 

 

 様式第８号又は様式第１０号 

  様式第９号 



（５）監査委員、人事委員会の委員、労

  働委員会の委員及び収用委員会の委

  員並びにこれらの事務局の長 

（６）公安委員会の委員 

（７）公営企業管理者 

（８）下水道事業管理者 

  様式第８号若しくは様式第１０号 

 又は様式第６号 

  

 様式第８号又は様式第１０号 

 様式第６号 

 様式第６号   

６ 事務所 

  主たる事務所の設置又は所在地の変

 更 

 

 様式第１１号 

 （注） 上記様式を用いる際は、「様式第○号（第３条関係）」の文言は入れないこ 

    と。 

 （官報原稿の国への送付） 

第４条 官報報告主任は、前条の官報原稿の送付を受けたときは、当該原稿を審査した

後、原稿に依頼文を付して速やかに総務省大臣官房総務課長に電子メールで送付しな

ければならない。ただし、やむを得ず紙の原稿の送付を受けたときは、当該原稿を審

査した後、原稿１部を原本として保管し、残り３部に依頼文を付して速やかに総務省

大臣官房総務課長に送付するものとする。 

 （官報掲載事項の訂正） 

第５条 主務課長は、官報に掲載された事項に誤りを発見したときは、直ちにその旨を

官報報告主任に通知しなければならない。 

２ 官報報告主任は、前項の通知を受けたときは、速やかに総務省大臣官房総務課長に

対し、その誤りの訂正に必要な手続を執らなければならない。 
 （職員録掲載事項の報告） 

第６条 人事課長は、独立行政法人国立印刷局から職員録掲載事項に係る資料の提出に

ついて依頼を受けたときは、当該資料を送付しなければならない。 

 （市町村の官報原稿等についての準用） 

第７条 第４条及び第５条の規定は、市町村長からの依頼に係る官報原稿等の取扱いに

ついて準用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 
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。
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○

○
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○
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。
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・
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月
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日
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注

意

 
１

 

発

令

年

月

日
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記

載

す
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こ

と

と

し
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辞
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が

含
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場

合
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辞
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先
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さ
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る
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）

、
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月

日
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発

令

者

が

二

人

以

上

に

わ

た

る

場

合
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発
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を
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。

 

 
 

 
 

２

 

職

員

が

そ

の

意

に

よ

り

退

職

し

た

場

合

は

、

上

段

の

記

載

を

「

辞

職

」

と

す

る

。
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。
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○
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○
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○
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る

前

に

選

挙

が

行

わ

れ

た

場

合

は

「

×

月

×

日

任

期

満

了

と

な

る

た

め

、

×

月

×

日

次

の

も

の

が

選

挙

さ

れ

た

。

」

と

す

る

。

 



 

様

式

第

十

号

（

第

三

条

関

係

）

 

 
 

 

埼

玉

県

 
○

×
×

委

員

会

委

員

（

教

育

委

員

会

教

育

長

・

監

査

委

員

）

再

任

 

 
○

○

○

○

委

員

（

教

育

長

）

は

、

×

月

×

日

再

任

さ

れ

た

。

 

 

注

意
 

二

名

の

場

合

は

「

○

○

委

員

及

び

○

○

委

員

」

と

、

三

名

以

上

の

場

合

は

「

○

○

委

員

、

○

○

委

員

及

び

○

○

委

員

」

等

と

す

る

。

 
 



 

様

式

第

十

一

号

（

第

三

条

関

係

）

 

 
 

 

埼

玉

県

 
○

事

務

所

 

 
×

×

年

×

月

×

日

×
×

を

次

の

位

置

に

設

置

し

た

（

変

更

し

た

）

。

 

 
 

 
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

 

 

注

意

 

年

月

日

は

、

事

務

所

の

位

置

を

定

め

る

（

変

更

す

る

）

条

例

の

施

行

期

日

に

よ

る

こ

と

。
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